
市
立
（
減
免
）

私
立
：
県
知
事
認
可
（
補
助
）

　

ア
パ
ー
ト
を
借
り
た
い
け
ど

保
証
人
が
い
な
い
」、「
物
件
探

し
や
契
約
の
と
き
に
手
伝
っ
て

ほ
し
い
」、「
入
居
後
も
ひ
と
り

じ
ゃ
何
か
と
不
安
」
な
ど
、
民

間
の
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
に
あ

た
っ
て
困
っ
て
い
る
障
が
い
の

あ
る
方
の
、
自
立
し
た
生
活
を

支
援
す
る
た
め
に
、
浦
添
市
で

は
「
障
が
い
者
等
居
住
サ
ポ
ー

ト
事
業
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

主
な
事
業
内
容
＝
①
借
家
探

し
：
希
望
の
物
件
を
探
し
た
り
一

緒
に
見
学
に
行
っ
た
り
し
ま
す
。

②
家
賃
保
証
：
保
証
人
が
い
な
い

方
の
た
め
の
保
証
会
社
に
よ
る
保

証
シ
ス
テ
ム
で
す
。（
個
別
審
査

と
保
証
金
が
必
要
）
③
契
約
時
、

入
居
時
の
サ
ポ
ー
ト
：
賃
貸
契
約

や
入
居
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
を
し

ま
す
。
④
入
居
後
の
24
時
間
電
話

相
談
：
入
居
後
に
希
望
す
る
方
に

は
病
気
や
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談

に
対
応
し
ま
す
。

対
象
＝
障
害
者
手
帳
（
身
体
・
療

育
・
精
神
）
を
お
持
ち
の
方
ま
た

は
同
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
で
、

引
越
し
費
用
や
家
賃
等
の
支
払
い

が
可
能
で
、
一
人
暮
ら
し
な
ど
の

自
立
生
活
を
希
望
し
て
い
る
方

利
用
料
＝
無
料

入
居
ま
で
の
主
な
流
れ
＝
①

相
談
：
相
談
支
援
事
業
所
で
相
談

し
ま
す
。
②
申
請
：
相
談
支
援
事

業
所
の
相
談
員
が
同
行
し
、
市
役

所
窓
口
で
申
請
し
ま
す
。
③
物
件

探
し
：
株
式
会
社
レ
キ
オ
ス
に
申

し
込
み
を
し
、
物
件
を
探
し
ま
す
。

④
契
約
・
入
居
：
気
に
入
っ
た
物

件
が
見
つ
か
れ
ば
契
約
し
入
居
し

ま
す
。

相
談
支
援
事
業
所

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ほ
る
と

浦
添
市
仲
間
１ 

― 

１ 

― 

２

（
福
祉
プ
ラ
ザ
内
）

☎
８
７
９ 

― 

７
５
６
５

Ｆ
Ａ
Ｘ 

８
７
９ 

― 

７
５
６
８

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
Ｅ
ｎ
ｊ
ｏ
ｙ

浦
添
市
前
田
１
０
０
４ 

― 

９

☎
８
７
７ 

― 

０
５
５
２

Ｆ
Ａ
Ｘ 

８
７
７ 

― 

０
５
５
３

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
お
ぞ
ら

浦
添
市
大
平
１ 

― 

23 

― 

13

☎
８
７
９ 

― 

６
６
４
４

Ｆ
Ａ
Ｘ 

８
７
９ 

― 

６
６
５
４

居
住
サ
ポ
ー
ト
事
業
受
託
事
業
者

株
式
会
社
レ
キ
オ
ス

☎
９
４
１ 

― 

３
３
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ 

９
４
１ 

― 

３
１
９
１

　

本
市
で
は
、
幼
稚
園
教
育
の

振
興
の
た
め
、市
立
・
私
立
（
県

知
事
認
可
）幼
稚
園
の
入
園
料
・

保
育
料
を
減
免
お
よ
び
補
助
す

る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。 

　

こ
れ
は
満
３
歳
、
３
・
４
・

５
歳
児
を
幼
稚
園
に
通
園
さ
せ

て
い
る
保
護
者
の
所
得
に
応
じ

て
、
下
記
の
と
お
り
減
免
お
よ

び
補
助
す
る
も
の
で
す
。
手
続

き
の
時
期
は
６
月
上
旬
か
ら
の

予
定
で
す
。
詳
し
く
は
、
各
幼

稚
園
を
通
し
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※
表
内
の
課
税
額
は
、
子
の
扶
養

人
数
（
16
歳
未
満
）
が
２
人
の
場

合
に
お
け
る
も
の
で
す
。
子
の
扶

養
人
数
に
応
じ
て
、
市
民
税
所
得

割
課
税
額
の
限
度
額
が
異
な
り
ま

す
。
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲
QR コードはこちら

区分 第 1子 第２子 第３子以降

生活保護世帯 年額 226,200 円
を限度とする

266,000 円を
限度とする

305,000 円を
限度とする

市民税非課税世帯 年額 196,200 円
を限度とする

251,000 円を
限度とする

305,000 円を
限度とする市民税所得割非課税世帯

市民税所得割課税額が
77,100 円以下の世帯（※）

年額 112,200 円
を限度とする

209,000 円を
限度とする

305,000 円を
限度とする

市民税所得割課税額が
211,200 円以下の世帯（※）

年額 49,800 円
を限度とする

178,000 円を
限度とする

305,000 円を
限度とする

区分 第 1子 第２子 第３子以降

生活保護世帯 年額 60,000 円
を限度とする

60,000 円を
限度とする

60,000 円を
限度とする

市民税非課税世帯 年額 20,000 円
を限度とする

50,000 円を
限度とする

60,000 円を
限度とする市民税所得割非課税世帯

の
で
、
筆
頭
者
及
び
本
籍
地
の

記
載
が
あ
る
も
の
）

・
監
護
・
生
計
同
一
申
立
書

▼
受
給
者
ま
た
は
そ
の
配
偶
者

の
平
成
26
年
１
月
１
日
に
お
け

る
住
所
が
他
市
区
町
村
に
あ
っ

た
場
合

・
受
給
者
ま
た
は
そ
の
配
偶
者

の
平
成
26
年
度
所
得
課
税
証
明

書（
平
成
25
年
中
の
所
得
金
額
、

扶
養
人
数
、
控
除
額
の
記
載
が

あ
る
も
の
）

※
平
成
26
年
１
月
１
日
に
住
ん

で
い
た
市
区
町
村
か
ら
お
取
り

寄
せ
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
指
定

す
る
書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

児童手当の支給は、６月10日（火）です。
６月期の振込分は、平成26年２月～５月分です。

＊振り込みについては、通帳を記帳し
てご確認をお願いします。
※児童手当の詳細については、市ホー
ムページをご覧ください。

　

児
童
手
当
の
受
給
資
格
要
件

を
確
認
す
る
た
め
、
毎
年
６
月

１
日
に
お
け
る
状
況
を
記
載
し

た
「
現
況
届
」
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

５
月
末
日
現
在
の
児
童
手
当

の
受
給
者
に
は
、
現
況
届
の
案

内
を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。
内

容
を
確
認
し
、
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
現
況
届
を
郵
送
ま
た

は
窓
口
に
て
、
６
月
中
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
現
況
届
の
提
出
が
な
い

と
、
６
月
分
以
後
の
児
童
手
当

の
振
り
込
み
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
５
月
に
新
た
に
児
童

手
当
の
手
続
き
を
し
て
６
月
分

か
ら
支
給
開
始
と
な
る
方
は
、

現
況
届
の
提
出
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

提
出
期
間
＝
平
成
26
年
６
月

４
日
（
水
）
～
30
日
（
月
）

提
出
方
法

▼
郵
送
の
場
合
・
・
・
返
送
用

封
筒
に
現
況
届
及
び
必
要
書
類

を
同
封
の
上
、
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
窓
口
持
参
の
場
合
・
・
・
窓

口
で
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
た

め
、
地
区
ご
と
に
受
付
指
定
日

を
設
け
て
い
ま
す
。
受
付
指
定

日
に
来
庁
で
き
な
い
方
は
、
６

月
30
日
（
月
）
ま
で
に
郵
送
ま

た
は
窓
口
に
て
現
況
届
及
び
必

要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

①
受
付
時
間

平
日
９
時
～
17
時

※
12
時
～
13
時
も
受
付
て
い
ま

す
。

②
受
付
場
所

市
役
所
議
会
棟
１
０
２
・
１
０

３
会
議
室
（
中
庭
隣
り
）

提
出
書
類

①
平
成
26
年
度
児
童
手
当
現
況
届

※
窓
口
持
参
さ
れ
る
方
は
受
給

者
の
認
印
も
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

②
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
必
要

な
書
類

▼
受
給
者
が
厚
生
年
金
又
は
共

済
年
金
に
加
入
し
て
い
る
場
合

（
勤
務
先
か
ら
受
給
し
て
い
る

方
は
除
く
。）

・
受
給
者
の
保
険
証
の
写
し

▼
受
給
者
と
児
童
が
別
居
し
て

い
る
場
合

・
住
民
票
謄
本
（
児
童
が
属
す

る
世
帯
全
員
が
載
っ
て
い
る
も

　

市
内
小
中
校
生
を
対
象
と
し

た
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実

施
し
、
表
現
力
や
想
像
力
の
開

発
向
上
、
ま
た
異
年
齢
他
地
域

の
子
ど
も
達
と
の
交
流
に
よ
り

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の

向
上
を
目
的
と
す
る
。『
君
と

つ
な
げ
る
虹
色
』
の
演
劇
内
容

は
、
浦
添
城
跡
を
舞
台
と
し
た

戦
争
の
歴
史
を
題
材
に
、
家
族

や
友
人
と
の
絆
を
描
き
出
す

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
す
。

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
日

時
＝
７
月
５
日
（
土
）
10
時

～
12
時
30
分

場
所
＝
中
央
公
民
館
分
館

募
集
期
間
＝
６
月
２
日
（
月
）

～
30
日
（
月
）
平
日
８
時
30
分

～
17
時
15
分

対
象
＝
市
在
住
ま
た
は
在
学

（
小
３
～
高
３
）
で
継
続
し
て

参
加
で
き
る
方

定
員
＝
50
人
※
定
員
に
達
し

次
第
締
切

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
期
間
＝
７

月
５
日（
土
）～
10
月
13
日（
月
）

全
40
回

成
果
発
表
公
演
＝
10
月
11
日

（
土
）
～
13
日
（
月
）

参
加
費
＝
３
，０
０
０
円
（
保

険
加
入
料
な
ど
の
参
加
料
は
、

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
当
日
に

徴
収
し
ま
す
）。

演
目
＝
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
君

と
つ
な
げ
る
虹
色
」（
作
・
岩

下
瑞
紀
）

応
募
方
法
＝
申
込
書
を
直
接

文
化
課
へ
持
参
、
ま
た
は
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

郵
便
の
場
合

〒
９
０
１ 

― 

２
５
０
１

浦
添
市
安
波
茶
１ 

― 

１ 

― 

１

浦
添
市
教
育
委
員
会　

文
化
課

そ
の
他
＝
申
込
書
は
各
学
校

お
よ
び
公
共
施
設
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▲
QR コードはこちら

子
ど
も
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
創
出
事
業

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
君
と
つ
な
げ
る
虹
色
』

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
へ
参
加
し
ま
せ
ん
か

■
問
い
合
わ
せ
＝
文
化
課　

内
線
６
２
１
２

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

■
問
い
合
わ
せ
＝
児
童
家
庭
課　

児
童
係

　
　
　
　
　

内
線
３
６
１
７
～
３
６
１
８

お知らせ

幼
稚
園
の
入
園
料
・
保
育
料
を
補
助
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
保
育
所
の
保
育
料
は
対
象
外
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
＝
学
務
課　

内
線
６
５
１
２

お知らせ

知
っ
て
い
ま
す
か

障
が
い
者
等
居
住
サ
ポ
ー
ト
事
業

■
問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
給
付
課　

障
が
い
福
祉
係　

　
　
　
　
　
　
　

内
線
３
５
６
３

お知らせ募　集
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